
富士電機リテイルシステムズ（株）＜定期健康診断後の対象者の状況に合わせた生活習慣病予防のための健康面談＞  

＜定期健康診断後の保健指導＞ 

 職域においては、労働安全衛生法に基づき、一般の労働者は 1 年に 1 回定

期健康診断を受けることが義務付けられている。この定期健康診断は単に医

療度のスクリーニングとして捉えられるのではなく、対象者が自分の健康を振

り返り、それをきっかけにより高い健康を獲得できる機会へとつなげることが

重要である。 

＜疾病予防のための保健指導＞ 

定期健康診断で、「異常なし」「経過観察」「定期観察」と判定された者への保

健指導は、今後いかに疾病を予防し、健康な生活を維持していくのかをポイン

トとする。定期健康診断はある一時点での健康度をみているため、その時点で

は異常や問題がなくても生活習慣に改善点がある場合、健康度としては問題

がある。 

＜職域での健康管理＞ 

対象者を全員把握し、毎年１回、必ず個人面談を実施していることから、優

先度をつけながら指導、健康支援することが大切である。結婚、子どもの誕生、

昇格、親の死、友人の死など様々なライフイベントをきっかけに、健康感が大

きく変わったり、健康行動への欲求が高くなることがある。このような機会を逃

さず、効果的に保健指導をしていくことも重要である。 

＜職場全体のポピュレーションアプローチ＞ 

 集団での健康教育や健康キャンペーンなどで、職場全体の健康に関する意

識を高め、健康を維持して元気で働くことがあたりまえの企業文化を形成して

いくことも重要な取り組みである。 
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